
■木津川市無料職業紹介所「くらしとしごと」の相談窓口について

■求人の流れ

　○初めての事業所　→　「事業所登録票（１）（２）」と「求人票」を作成してください。

　○既に事業所登録済の事業所　→　「求人票」のみ作成してください。

　　①「事業所登録票」「求人票」はＦＡＸ、郵送又はMail添付にてお送りください。

　　②求人にマッチする人材がいましたら、ご紹介させていただきます。

　　③ご紹介させていただいた人材の「面接」をお願いいたします。

■お願い、確認事項

■問合せ先

　　木津川市無料職業紹介所「くらしとしごと」の相談窓口

　　〒619-0286 木津川市木津南垣外１１０番地９（木津川市役所くらしサポート課内）

　

　　TEL0774-79-0307　  FAX 0774-75-2083

　　E-mail　 kurashi@city.kizugawa.lg.jp

　○本求人情報について変更がある場合、または採用決定等により求人を取り消す場合は、
　　　直ちにご連絡をお願いいたします。

木津川市無料職業紹介所
「くらしとしごと」の相談窓口のご案内

木津川市無料職業紹介所「くらしとしごと」の相談窓口は、「企業と求職者の方」のマッチングを
行っています。
人材コーディネーターが訪問してお話を伺い、仕事内容や社風、詳細な人材ニーズをお伺いし
た上で、求職者をご紹介しています。

　○雇用していただく条件により労働保険（労災・雇用)や社会保険（健康・厚生年金）の加入が
　　 必要となります。
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